
児童館の名称変更のおしらせ 

 

 

 この度，仙台市議会第４回定例会におきまして，仙台市児童福祉施設条例の一部を改正

する条例案が可決されたことに伴い，当財団が指定管理者として運営している落合児童館，

太白区中央児童館及び若林区中央児童館の名称等が下記のとおり変更となりますのでお知

らせいたします。 

 

記 

 

 

■ 変更予定月日：平成 29年 4月 1日 

旧 新 

名称 住所 名称 住所 

仙台市落合児童館 
仙台市青葉区

落合 2-11-19 
仙台市栗生児童館 

仙台市青葉区

栗生 6-5-19 

仙台市太白区中央児童館 
仙台市太白区

長町 5-3-2 
仙台市長町児童館 変更なし 

 

 

■ 変更予定月日：平成 29年 10月 1日 

旧 新 

名称 住所 名称 住所 

仙台市若林区中央児童館 
仙台市若林区

保春院前丁 3-4 
仙台市南小泉児童館 

仙台市若林区

保春前丁 3-1 
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